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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は事業主として、安全は会社経営の基盤であることから、

労働者が安心して働くことのできる職場づくりを進めます。

１．リスクアセスメントの完全実施

２．墜落・転落・転倒災害の撲滅

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、安全をすべてに優先

させて、不安全行動を行わない作業を進め、無事故無災害を

目指します。

１．全ての現場でリスクアセスメントを実施します。

２．墜落・転落・転倒災害の撲滅を目指し、安全作業で作業

します。


